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ＷＨＯ（世界保健機関）の「食品衛生」の定義
「生育、生産、製造から最終的に人に消費されるまでのすべての
段階での安全性、完全性および健全性を確保するのに必要なあら
ゆる手段」です。



公益社団法人京都府食品衛生協会設立までのあゆみ

（あ ゆ み）
昭和２７年１０月 福天衛生協会設立（平成18年５月、福知山市衛生協会となる。）
昭和２８年 ８月 舞鶴公衆衛生協会設立
昭和２９年 ７月 綾部衛生協会設立
昭和３０年 ４月 船井食品衛生協会設立

（平成18年４月、北桑田食品衛生協会と、合併し南丹食品衛生協会となる）
昭和３１年 ４月 与謝地方衛生協会設立（平成12年４月、宮津与謝衛生協会となる）
昭和３３年１２月 亀岡衛生協会設立。（平成11年７月、亀岡食品衛生協会となる）
昭和３７年１１月 相綴食品衛生協会設立

（昭和58年９月、綴喜食品衛生協会、相楽食品衛生協会に分かれる）
昭和４３年 ６月 網野公衆衛生協会設立

（昭和59年６月、中郡衛生協会と合併し、丹後衛生協会となる）
昭和４６年 ２月 京都府衛生協会連合会設立
昭和４９年 ３月 中郡衛生協会設立

（昭和５９59年６月、網野公衆衛生協会と合併し、丹後衛生協会となる）
昭和４９年 ９月 宇治公衆衛生協会設立
昭和５５年 ４月 北桑田食品衛生協会設立

（平成18年４月、船井食品衛生協会と合併し、南丹食品衛生協会となる）
昭和５５年 ５月 乙訓食品衛生協会設立

昭和６３年７月２１日 京都府知事の認可をうけ、社団法人京都府食品衛生協会設立
注：第４３回国民体育大会

平成２５年４月 １日 公益社団法人京都府食品衛生協会に移行



食品衛生協会と行政・指導員・推進員（組織体系）
公益社団法人京都府食品衛生協会は、公益社団法人日本食品衛生協会の会員（支部）として連携し
て活動しています。また、公益社団法人京都府食品衛生協会の会員である各地域の衛生協会（京都市
を除く１１協会）は、各地域の京都府保健所と連携しながら食中毒の防止など食品衛生の推進に取り組
んでいます。



食品衛生のことなら、食品衛生協会へ
所在地 京都市右京区西院東中水町17 京都府中小企業会館６階

（〒615-0042・℡075-315-0914・FAX315-0991）

ＨＰ：http://kyoto-pref-fha.jp/
衛生協会各支所（１１衛生協会） 支所ＨＰ：乙訓・福知山市

食品衛生協会は、こんな事業を行っています。
□営業施設の巡回指導・維持管理検査の実施
食品衛生推進員及び食品衛生指導員による巡回指導と簡易検査を行っています。

□ 食品衛生相談事業
□食中毒予防のPR

□営業許可など助言指導・お手伝い
□食品衛生責任者講習会
保健所長の指定を受け、食品衛生責任者の養成と定期の講習会を実施しています。

□ 調理師試験準備講習会
□表彰の実施
□食品賠償共済など共済事業←１３２頁参照
□食品衛生図書・物資の斡旋

食品衛生⇒http://wwf.onecolor.jp/

食鳥検査制度⇒http://wwp.onecolor.jp/

パソコン備忘録⇒http://wwv.onecolor.jp/

ホームページ作成⇒http://wwo.onecolor.jp/
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４９頁（２）月別発生状況
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図２ 月別発生状況（事件数）（平成２４～２８年）
（事件数）
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図３ 月別発生状況（患者数）（平成２４～２８年）患者数

（２）月別発生状況
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４９頁（２）月別発生状況（病因物質別事件数）



４９頁（２）月別発生状況（病因物質別患者数）



５０頁（３）原因食品別発生状況（事件数）



５０頁（３）原因食品別発生状況（患者数）



５１頁過去１０年間の病因物質別発生状況（事件数）



（４）主な病因物質別発生状況（事件数）（平成２４～２８年） ５１頁





５１頁（４）主な病因物質別発生状況（事件数）



５１頁過去１０年間の病因物質別発生状況（患者数）



（４）主な病因物質別発生状況（患者数） ５１頁





５１頁（４）主な病因物質別発生状況（患者数）



５２頁（５）原因施設別発生状況（事件数）



５２頁（５）原因施設別発生状況（患者数）
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（４）自然毒による食中毒 （平成１９年から平成２８年 全国の自然毒食中毒の発生状況）

① 動物性自然毒
ａ．フグ毒
ｂ．貝 毒
ｃ．その他の有害魚介類

② 植物性自然毒
ａ．毒キノコ
ｂ．毒 草
ｃ．その他の有害植物等
①ジャガイモ ②青酸（シアン化合物）含有植物
③スイセン ④カビ毒（マイコトキシン）

６７～７２頁

毒キノコによる事例が最も多く、そのほかに

有毒野草類、発芽したジャガイモ、青梅などが

原因で発生します。

主に、毒化した魚介類によって発生します。 毒化
する魚介類としては、麻痺性及び下痢性貝毒によっ
て毒化するホタテガイなどの二枚貝やフグ、毒カマ
スなどの魚類 及びバイ、ヒメエゾボラ（通称ツブ）な
どの巻貝などがあります。

発生件数 患者数 死者数 致死率（％）

全自然毒 1,017 2,882 25 0.87

動物性自然毒 673 2232 14 0.63

植物性自然毒 344 650 11 1.69



（５）化学物質による食中毒
① 食品中への不適正混入によるもの

何らかの原因により鉛、ヒ素等の無機物質、ＰＣＢ、メチルアル
コールなどの有機化合物などの化学物質が食品中に混入し、人へ
の侵襲が原因で起こる食中毒を「化学物質による食中毒」と定義
・食品の製造・加工過程で有害物質が混入した場合
（例）添加物、農薬、重金属、ＰＣＢ
ヒ素ミルク中毒、ＰＣＢライスオイル事件

・器具や容器包装から有害物質が溶出した場合
オレンジジュースの缶詰からのスズ溶出事件

・環境汚染物質によって食品が汚染される場合
（例）有機水銀、カドミウム

② アレルギー様食中毒（ヒスタミン等による食中毒）
（例）味りん干しなど（ヒスタミンの産生）

☆予防方法
赤身の魚や干物の鮮度、保存期間に注意
ヒスタミンは加熱しても一部しか壊れない

７３～７４頁

年度 件数 患者 死者

平成２４年 １５ １３６ －

平成２５年 １０ １９９ －

平成２６年 １０ ７０ －

平成２７年 １４ ４１０ －

平成２８年 １７ ２９７ －
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食品衛生 最近の話題について
１ 生食用牛肝臓の取扱いについて

⇒違反すれば２年以下の懲役、または２００万円以下

・生レバーの駆け込み消費で食中毒大量発生

２ 豚の生レバーや生肉の提供を平成２７年６月１２日から禁止

３ HACCP義務化の方針決定について

・厚生労働省は２０１６年１２月１４日、食品衛生管理の国

際基準「ＨＡＣＣＰ（ハサップ）」の導入をすべての食品事

業者に義務づける方針を決定。対応が難しい中小事業

者は基準の一部を簡略化することを認めるとした。

４ ジャガイモ食中毒、９割が学校菜園 「栽培法の周知を」

５ 最近話題の新種の食中毒菌について

６ ブラジルの食肉問題 発がん性物質も使用か

７ アニサキス 生の魚介類で猛威 １０年で２０倍

８ ヒグマの肉食べた１５人が症状 旋毛虫検出

９ 乳児ボツリヌス症で初の死亡例 ハチミツ与える

・東京都は生後６箇月の男児が死亡したと発表

10 最近の食品事故情報一覧



生レバーの駆け込み消費で食中毒大量発生。
最後の三日間で一年分を超える勢い

平成２４年７月１から提供が禁止された牛のレバ刺し（生レバー）を食べた人の食中毒が、禁
止直前の３日間に全国で１１件発生し、５４人に症状が出ていたことが厚生労働省のまとめで
わかった。

通常、牛生レバーが原因となった食中毒は年間でも９件程度で、「駆け込み消費で発生が急
増したのではないか」とみている。

牛生レバーを食べた人が下痢や発熱などを訴えた食中毒は、６月は１２件５８人が報告され
た。このうち１１件は２８～３０日の食事で発生していた。

【主な食中毒】
① ６月２８日 秋田県秋田市の「やきとり宮本大町店」でレバ刺しを食べた１０名のうち、８名が下痢や

発熱など発症。うち５名からカンピロバクターを検出

② ６月２８日 福岡市博多区の居酒屋でレバ刺しなどを食べた女性４名が下痢や腹痛などを発症。
うち２名からカンピロバクターを検出

③ ６月２９日 千葉県内の飲食店を訪れた男女３名の内、レバ刺しを食べ男性１名がＯ１５７で死亡

④ ６月２９日 千葉県市原市の「焼肉レストラン将軍」でレバ刺しを食べた男女８名が下痢や発熱など
発症。うち５名からカンピロバクターを検出

⑤ ６月２９日 島根県松江市の焼き肉店「焼肉とらじ」でレバ刺しなどをたべた男女８名が下痢や発熱
を発症。うち５名からカンピロバクターを検出

⑥ ６月３０日 札幌市南区の焼き肉店「半蔵門」で牛のレバ刺しなどを食べた男女３名が腹痛や下痢
を発症。 うち２名からカンピロバクターを検出



厚労省は加熱の目安として、７５℃で１分間以上も認めている。

E型肝炎ウイルス 11年55人⇒2014年146人と増加



ジャガイモ食中毒、９割が学校菜園 「栽培法の周知を」
★朝日新聞デジタル 2016/10/31(月)

ジャガイモの皮や芽に含まれる有毒成分に
よる食中毒（腹痛や吐き気）の９割が学校で
起きていることが国立医薬品食品衛生研究
所の調査でわかった。
生育不足や栽培中に日光が当たると皮も
有毒になる。
国や自治体の公表資料を基に、１９８９年
から２０１５年のジャガイモ食中毒を分析。
９８年以降、０２年と０８年を除く毎年発生し、計３０件で７１
８人が食中毒になっていた。ほとんどが小学校で、幼稚園や
中学校なども一部あった。
９割にあたる２７件が学校の菜園で栽培したイモが原因
で、給食とは別に、塩ゆでなどで食べられていた。



最近話題の食中毒菌（２００３年に正式に発表された菌）
〇エシェリキア・アルベルティイ（Escherichia albertii）
大腸菌の仲間で、最初はバングラデシュ人民共和国の小児の下痢
便から分離され、２００3年に新種として正式に発表
された菌種
それ以前は、大腸菌や赤痢菌などと同定されていたが、遺伝学的な
解析でエシェリキア属の新菌種であることが判明
今までにハトなどの野鳥、ネコ、ブタなどの哺乳類、鶏肉などの食品
か分離
〇症 状：下痢・腹痛・嘔吐・発熱など
〇潜伏期間：６時間から数日と幅が広い（事例が少ない）
〇特 徴：一部の菌は、ベロ毒素を産生

⇒この場合、腸管出血性大腸菌の取扱い
〇新たな対応が厚生労働省から示される可能性？

発生年 発生場所等 患者数 症状 原因食品等

２０１５ 広島県 ４４ 下痢・腹痛・発熱（３７～３９℃） 感染症

２０１６ 沖縄県 ２１９ 腹痛・下痢・頭痛 ニガナの白和え

２０１６ 静岡県 １５４ 下痢・腹痛 不詳



ブラジルの食肉問題 発がん性物質も使用か
日テレNEWS 2017年3月22日 17:21

ブラジルの食肉加工業者２１社が、衛生基準を満たさない食肉を販
売したとされる問題で、各国に影響が広がっている。中国などがブラジ
ル産食肉の輸入を停止したほか、日本も検疫の段階でこの２１社の鶏
肉などについて、とめおく措置を取っている。
〇ブラジル警察は家宅捜索の結果、検査官と業者ら３８人を拘束
腐った肉製品の見た目や悪臭などをごまかすため、発がん性のある
化学物質（まだ化学物質名は不明：亜硝酸塩？）を使うこともあったと
いう。



アニサキス 生の魚介類で猛威 １０年で２０倍
毎日新聞２０１７年５月８日

生の魚介類に付いている寄生虫「アニサキス」による食中毒の報告件数が急増している。

厚生労働省の統計によると、２００７年は６件だった報告件数は２０１６年に２０倍以上の１２４
件に増え、食中毒の原因物質としてはノロウイルスとカンピロバクター菌に次いで３番目に多
い。
アニサキスは、幼虫（体長２～３センチ）が魚介類の内臓に寄生し、鮮度が落ちると筋肉に

移動しやすい。人がそれを生で食べると、数時間後から激しい腹痛や嘔吐（おうと）などの症
状が出る。原因食品はサバが最も多く、サンマやサケ、アジ、イカなどでも起こる。シメサバに
よる報告も目立つように、酢では予防できない。
ここ１０年ほどの報告急増は、２０１３年から法令改正でアニサキスによる食中毒が届け出

対象に明示されたのも一因だが、背景にある
のが生の魚介類の流通の多様化だ。大手の
量販店や鮮魚専門店が市場の競りを介さず
産地の業者から直接買い付ける「相対取引」
などが盛んになり、消費者の口に入るまでの
経路が複雑になっている。

年次 事件数 患者数

平成２５年 ８８件 ８９名

平成２６年 ７９件 ７９名

平成２７年 １２７件 １３３名

平成２８年 １２４件 １２６名



ヒグマの肉食べた１５人が症状 旋毛虫検出
毎日新聞2016年12月23日 22時02分(最終更新 12月23日 22時34分)

茨城県は２３日、水戸市南町３の飲食店「ビゴリ」で１１月２４日～今
月８日に、ローストされたヒグマの肉を食べた２０～５０代の男女計１５
人が、発熱や発疹などの食中毒症状を訴えたと発表した。１人が入院
したが重症者はいないという。
同県生活衛生課によると、北海道で捕獲された野生のヒグマを常連
客が調理して１１月２４日に持ち込み、今月８日までに２７人が食べた
という。別の場所で冷凍保管されていた同じ肉から寄生虫「旋毛虫」が
検出された。加熱が不十分だったとみられる。旋毛虫による集団食中
毒は１９８１年に三重県四日市市で発生して以来、３５年ぶり。
水戸保健所は２３日、安全が確認される

まで同店を営業禁止処分とした。



乳児ボツリヌス菌症で初の死亡例
日本経済新聞 ２０１７/４/７

「1歳未満の乳児にハチミツを与えないで！」
ハチミツが原因とみられる乳児ボツリヌス症で男児死亡を受け、厚生
労働省や消費者庁、東京都などが注意を呼び掛けている。

東京都足立区の生後５カ月の男児が、離乳食として与えられたハチミツの摂取が原因とみら
れる乳児ボツリヌス症による死亡事例を受けてのもの。

乳児ボツリヌス症は１歳未満の乳児に特有の疾病で、経口的に摂取されたボツリヌス菌が
増殖し、その毒素により発症する。乳児ボツリヌス症の死亡例は全国で初めてとのこと。

死亡した男児は２月中旬からせきや鼻水などの症状が見られ同２０日にけいれんと呼吸不
全などの症状から医療機関に救急搬送。約1カ月後の３月３０日に死亡した。
検査の結果、男児の便や自宅に保管していたハチミツ（開封品）からボツリヌス菌が検出さ

れ、発症の約１箇月前から離乳食として市販のジュースにハチミツを混ぜたものを飲んでいた
ことが分かった。

保健所は発症から死亡に至る経過などを精査した結果、７日に死亡原因がボツリヌス菌に
よるものと断定した。

ボツリヌス菌の芽胞は１００℃程度で長時間加熱しても殺菌できないとして、ハチミツのほ
かにもコーンシロップや野菜ジュースにも含まれている可能性があるとして、これらの
食品を１歳未満の乳児に与えないよう呼びかけている。



昔の食中毒予防三原則
１ 清潔
２ 迅速
３ 加熱又は冷却

感染症予防の３原則

１ 感染源の除去
２ 感染経路の遮断
３ 抵抗力を高める
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(１) 物理的処理による保存方法
冷蔵・冷凍法・加熱殺菌法、乾燥法（脱水）、脱酸素法、
遮光法、放射線照射等

(２) 微生物処理による方法
細菌・酵母の利用、カビの応用

(３) 化学的処理による方法
塩蔵法、酢漬け法、砂糖漬け法、化学物質の添加（保存料等）

(４) 総合的処理による方法
くん煙法、塩乾法、凍結法（凍結乾燥法）、真空包装、
調味、缶詰・瓶詰、漬物 等
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状態 現象 原因となる菌 主な原因食品

着色
菌体内に色素を持っている菌が生育した時に、その食品自体に色
が現れる （カビが生育した時の着色も含む）。

菌全般 ハムソーセージ、パン・菓子類、
タマゴ惣菜

異臭
菌が生育した時に、代謝産物としてにおいのある物質を作る。嫌悪
を感じる臭いから、甘い臭い、アルコールに類似した臭いなど様々。

バチルス属、
乳酸菌、酵母

食品全般

ネト

食品中の糖から粘り状の物質（ネト）が生成され、食品に粘りが出
る。粘り状の物質は主に「デキストラン」で、透明で臭いがないのが
特徴。

乳酸菌 かまぼこ

食品中のタンパク質、アミノ酸類から粘性物質が生成される。臭い
があり上記のネトに比べて粘性が高い。

バチルス属 肉加工品

軟化 菌が食品内部に侵入して、食品の組織を分解する。 バチルス属 かまぼこ

膨張

主に酵母が起こす現象であり、包装が膨らみ、ひどいときは破裂す
る。
パンを製造する時に酵母が二酸化炭素を出して生地を膨らませる
のと同じ現象。

乳酸菌、酵母 漬物、洋菓子

カビ発生 カビが目で確認できるほど生育した状態。 カビ 餅、パン・菓子類
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種類
項目

脂肪酸系 非脂肪酸系

使用基準 （界面活性剤として）０．５％以下 ０．１％以下

浸漬時間 野菜、果物は５分以上浸漬しないこと

す す ぎ
野菜、果物は流水で３０秒以上、食器類は流水で５秒
以上、ため水の場合は水をかえて２回以上すすぐ
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ミニ知識
（次亜塩素酸ナトリウム溶液)の作り方
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食品の製造や加工に必要なもの 豆腐凝固剤、かんすい、ガムベースなど

保存性の向上と食中毒の予防に
必要なもの

殺菌料 次亜塩素酸ナトリウム、次亜塩素酸水、過酸化水素 など

保存料 ソルビン酸、パラオキシ安息香酸ブチル、しらこタンパク
など

酸化防止剤 ＢＨＡ、亜硫酸塩 など

防カビ剤 ＯＰＰ、イマザリル など

食品の魅力を増すもの 色 着色料：食用赤色１０２号、食用黄色４号、コチニール色素
など

発色剤：亜硝酸ナトリウム など
漂白剤：亜塩素酸ナトリウム、亜硫酸塩 など

香り 香料

味 甘味料：サッカリン、アスパムテーム、ステビア など
酸味料：クエン酸、酒石酸 など
調味料：アミノ酸（Ｌ－グルタミン酸ナトリウムなど）、

有機酸（コハク酸など）、核酸（イノシン酸ナトリ
ウムなど）、無機塩（塩化カリウムなど）

食感 乳化剤、増粘剤、膨張剤 など

食品の栄養を強化するもの ビタミン、ミネラル、アミノ酸
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食品衛生は手洗いに始まり、手洗いに終わる。



１０４頁●新しい食品表示制度
食品の表示について定めた新しい法律「食品表示法」が、平成２７年
４月１日から施行されました。
食品衛生法、JAS法及び健康増進法の３法の食品の表示に関する規定を一元化し、事業者
にも消費者にもわかりやすい制度を目指した「食品表示法」が新しくできました。

【主な改正点】
●アレルギー表示が原則として個別表記
●加工食品の栄養成分表示の義務化（一部例外あり）
●製造所固有記号は、原則、同一製品を複数の工場で製造する場合のみ使用可能
●「機能性表示食品」制度の新設
これまで健康の維持・増進をうたえる食品は栄養機能食品と特定保健用食品のみでしたが、
企業の責任で科学的根拠に基づきこれらを表示できる機能性表示食品制度が新設されます。
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(５) ＨＡＣＣＰの普及推進について

(６) ＨＡＣＣＰの導入にあたって
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食品衛生管理の国際標準化に関す
る検討会最終とりまとめ（概要）

養成講習会/検討会最終とりまとめ（概要）.pdf
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有症, 1478, 27%

異物混入, 1118, 20%

その他, 703, 13%

施設・設備 , 639, 

12%

食品・器具の取扱い, 

587, 11%

異味・異臭, 268, 

5%

表示, 237, 4%

従事者, 228, 4%
カビの発生, 102, 2% 腐敗・変敗, 70, 1%

変色, 54, 1%

変質, 29, 0%

平成２７年度要因別苦情件数（東京都食品の苦情統計）



調理済み食品, 1,900, 37%

食品類以外, 999, 20%

パン類・菓子類, 406, 8%

農産食品とその加工

品, 381, 7%

畜産食品とその加工

品, 371, 7%

不明, 360, 7%

水産食品とその加工

品, 349, 7%

飲料, 179, 4%

その他の食料品, 117, 2%
器具容器包装（おも

ちゃ）, 35, 1%
そう菜半製品, 22, 0%

油脂, 15, 0%

食品添加物, 4, 0%

平成２７年度混入物の種類別構成比（東京都食品の苦情統計）

同じような苦情が起こらないよう自主衛生管理の徹底を！
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